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⑨金沢市告示第207号

金沢市自転車等駐車場条例(平成3年条例第 1号)第11条第 1項(同条例第17条第3項において準用する場合を含

む。)の規定により自転車等を移動し、保管したので、金沢市自転車等駐車場条例施行規則(平成 3年規則第 3号)

第 7条(同規則第13条において準用する場合を含む。)の規定により次のとおり告示します。

平成29年5月22日

金沢市長 山 野

l 移動し、保管した自転車等が駐車してあった駐車場又は暫定自転車等駐車場の名称

金沢市営金沢駅第 1自転車駐車場

金沢市営金沢駅第2自転車駐車場

金沢市営金沢駅第3自転車駐車場

金沢市営金沢駅東自転車駐車場

金沢市営金沢駅西広場地下自転車駐車場

金沢市営本町 2丁目自転車駐車場

金沢市営西金沢駅東自転車駐車場

金沢市営西金沢駅西自転車駐車場

金沢市営東金沢駅東自転車駐車場

金沢市営東金沢駅西自転車駐車場

金沢市営森本駅東第 1自転車駐車場

金沢市営森本駅西自転車駐車場

金沢市営野町駅前自転車駐車場

金沢市営馬替駅前自転車駐車場

金沢市営額住宅駅前自転車駐車場

金沢市営蚊爪駅前自転車駐車場

之 義
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金沢市営円光寺バス停前自転車駐車場

金沢市営若松バス停前自転車駐車場

金沢市営柿木畠自転車駐車場

金沢市営片町広場自転車駐車場

金沢市営金沢駅西暫定自転車駐車場

金沢市営竪町自転車駐車場

2 移動し、保管した自転車等の台数

自転車 135台

原動機付自転車 1台

3 自転車等を移動し、保管した日

平成29年4月1日か ら同月30日まで

4 移動し、保管した自転車等の返還を申し出る場所

金沢市此花町 3番 2号

公益財団法人金沢まちづくり財団

5 移動し、保管した自転車等を返還する日時及び場所

日時 平成29年 5月22日から同年8月21日まで

午前10時から午後7時まで

場所金沢市問屋町2丁目95番地

金沢市自転車等保管庫

⑨金沢市告示第208号

金沢市自転車等の駐車対策及び放置防止に関する条例(平成6年条例第45号)第6条第 2項及び第7条第2項の規

定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第 9条第 1項の規定により次のとおり告示します。

平成29年5月22日

1 撤去し、保管した自転車等を撤去した場所及び台数

撤去し、保管した自転車等を撤去した場所

西金沢駅前自転車等放置禁止区域

片町地区自転車等放置禁止区域

福増町北地内

大桑3丁目地内

大桑3丁目地内

北安江 2丁目地内

近岡町地内

小坂町地内

広岡 2丁目地内

西念4丁目地内

畝田西 3丁目地内

片町 1丁目地内

中村町地内

小立野 2丁目地内

田上の里2丁目地内

2 撤去し、保管した自転車等を撤去し、保管した日

平成29年4月1日から同月30日まで

3 撤去し、保管した自転車等を返還する期間及び場所

(1)期間

平成29年 5月22日から同年11月21日まで

2 

金沢市長 山 野 之 義

撤去し、保管した自転車等の台数

白 転 車 4台

白 転 車 1台

白 転 車 1台

自 転 車 4台

原動機付自転車 1台

白 転 車 1台

白 転 車 1台

白 転 車 1台

白 転 車 1台

白 転 車 1台

白 転 車 l台

自 転 車 1台

白 転 車 5台

自 転 車 l台

白 車え 車 1台
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(2) 場所

金沢市問屋町2丁目95番地

金沢市自転車等保管庫

⑨金沢市告示第209号

金沢 市公 報

地方自治法 (昭和22年法律第67号)第260条の 2第11項の規定により地縁による団体の告示された事項の変更の届

出があったので、 同条第10項の規定によ り次のとおり告示します。

平成29年5月22日

金沢市長 山 野 之 義

区分 変更事項 変更前 変更後 変更年月日

大野町4丁 代表者の氏 矢田充 田丸 文野
平成29年4月 1日

目上町会 名及び住所 金沢市大野町4丁目51番地 金沢大野町4丁目169番地 6

錦水会
代表者の氏 山田弘 村井剛

平成29年4月1日
名及び住所 金沢市元町2丁目19番 9号 金沢市小橋町13番4号

太陽が丘そ 代表者の氏 告村修 間方克之
平成29年4月9日

よかぜ町会 名及び住所 金沢市太陽が丘3丁目410番地 金沢市太陽が丘3丁目283番地

主たる事務
金沢市金石北2丁目15番17号 金沢市金石北 2丁目15番23号

金石下越前 所の所在地

町町会 代表者の氏 相川 昌敏 越田克典
平成29年4月9日

名及び住所 金沢市金石北2丁目15番17号 金沢市金石北 2丁目15番23号

⑨金沢市告示第210号

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の 2第 2項の規定により指定小児慢性特定疾病医療機関として次のと

おり指定したので、同法第19条の19の規定により告示します。

平成29年 5月22日

名

芝クリニック太陽丘

⑨金沢市告示第211号

称、

金沢市長 山

所在地

金沢市太陽が丘3丁目 1番地15

野 之 義

指定年月日

平成29年5月1日

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の14の規定により指定小児慢性特定疾病医療機聞から所在地を変更し

た旨の届出があったので、同法第四条の19の規定により次のとおり告示します。

平成29年5月22日

金沢市長 山 野 之 義

名 称、
所在地

変更年月日
変更前 | 変更後

薬局マツモトキヨシ金沢西 |金沢市木ノ新保町 1番 1号 金|金沢市木ノ新保町 1番 1号 金=:__:~ .:_' .." ..，. :..-. ~ - - ~ I =:__: .~ .:_'. '，n ..，. . -~ - - ~ I平成29年 4月 1日
口庖 |沢百番街くつろぎ館 2F 沢百番街あんと西 2F

公 主ヒ
Eコ

金沢農業振興地域整備計画を変更するため、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4

項において準用する同法第11条第 1項の規定により公告し、当該農業振興地域整備計画の変更案及び当該農業振興地

域整備計画を変更しようとする理由を記載した書面を次のとおり縦覧に供します。

なお、当該農業振興地域整備計画の変更案のうち、農用地利用計画の変更案に係る農用地区域内にある土地の所有

3 
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者その他その土地に関し権利を有する者は、当該農用地利用計画の変更案に対して異議があるときは、本市にこれを

申し出ることができます。

また、当該農業振興地域整備計画の変更案について意見のある本市の住民は、本市に対して意見書を提出すること

ができます。提出された意見書については、その要旨及び処理結果を公告します。

平成29年5月22日

1 農業振興地域整備計画の変更案の縦覧の期間及び場所

(1)期間

平成29年5月22日から同年6月21日まで

(2) 場所

金沢市広坂 1丁目 1番 1号 金沢市農林水産局農業水産振興課

金沢市長 山

2 農用地利用計画の変更案に対する異議の申出先、申出方法及び申出期間

(1) 申出先

金沢市農林水産局農業水産振興課

(2) 申出方法

書面により持参又は郵送

(3) 申出期間

野 之 義

平成29年6月22日から起算して15日以内(郵送による場合における郵送に要した日数は、申出期間に算入しな

い。)

3 意見書の提出先、提出方法及び提出期間

(1)提出先

金沢市農林水産局農業水産振興課

(2) 提出方法

持参又は郵送

(3) 提出期間

平成29年5月22日から同年6月21日まで(郵送による場合は、提出期間に提出先まで到着すること。)

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第3項及び第11条の 2第12項の規定により、平成28年4月 1日から

平成29年3月31日までの期間における住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況を次の日時及び場所において公表しま

す。

平成29年 5月22日

日時 平成29年5月23日から同年6月 5日までの間

(ただし、日曜日及び土曜日を除く。)

午前 9時から午後5時45分まで

場所金沢市広坂 1丁目 1番 1号

金沢市市民局市民課

金沢市長 山 野 之 義

都市再開発法(昭和44年法律第38号)第19条第 1項の規定に基づき、石川県知事から金沢駅武蔵南地区第一種市街

地再開発事業に係る施行地区及び設計の概要を表示する図書の写しの送付を受けたので、 同条第4項の規定により、

当該図書の写しを公衆の縦覧に供するとともに、都市再開発法施行令(昭和44年政令第232号)第 2条の 2の規定に

より、次のとおり公告します。

平成29年5月22日

l 縦覧場所

金沢市広坂 1丁目 1番 1号

金沢市都市整備局市街地再生課

2 縦覧時間

4 

金沢市長 山 野 之 義
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午前 9時から午後5時45分まで

次の開発行為に関する工事が完了し、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第2項の規定により検査済証を

交付したので、同条第3項の規定により公告します。

平成29年5月22日

金沢市長 山 野 之 義

開発区域又は工区に含まれる地域の名称、 開発許可を受けた者の住所及び氏名 公共施設の種類位置及び区域

金沢市平和町2丁目142番8及び142番16 富山県射水市西高木1184番地 道路金沢市平和町 2丁目 142番

から142番40まで オダケホーム株式会社 20、142番32及び142番40

代表取締役小 竹秀子 公園金沢市平和町 2丁目 142番

21 

調整池金沢市平和町 2丁目 142

番19

水路金沢市平和町 2丁目 142番

22 

選挙 管 理委員会公告

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項(同法第00条の12において準用する場合を含む。)の規定に

より、平成28年4月 1日から平成29年3月31日までの期間における選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄本の閲

覧の状況を次の日時及び場所において公表します。

平成29年 5月22日

金 沢市選 挙管理委員 会

日 時 平成29年5月23日から同年6月 5日までの間

(ただし、日曜日及び上曜日を除く。)

午前 9時から午後 5時45分まで

場所 金沢市広坂 1丁目 l番 1号

金沢市選挙管理委員会

農業委員会告示

⑨金沢市農業委員会告示第 5号

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第27条第 1項の規定により平成29年第 5回金沢市農業委員会総

会を招集し、金沢市農業委員会会議規則(昭和36年農業委員会規則第3号)第3条第 1項の規定により次のとおり告

示します。

平成29年5月22日

1 日時

平成29年5月29日午後3時

2 場所

金沢市議会全員協議会室

3 議案

金沢市農業委員会

会長朝 倉

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第 1項に規定する許可の申請について

(2) 農地法第5条第 1項に規定する許可の申請に対する意見決定について

(3) 非農地証明願について

(4) 農用地利用集積計画の決定に対する意見決定について

-5-
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(5) 金沢農業振興地域整備計画の変更に関する意見決定について

(6) 平成28年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価並びに平成29年度の目標及びその達成に向けた活動

計画について

地番nhu 

nhU 

同
口丁44 

ふ午
畠
w
p玉士

m沢金県石

人
所
所

行
行
刷

発
発
印

刷
行
円

n
uド
甚
い
ハ
リ

「
r
v
v写
ノ
Q
F
U

日
日
-
1

2
2
ト官

。ム
q
L

2
L

日
パ
円
月

εJ

R
U
「

D

年
年

巧

i
7
・

ハHV
ハ
Hv

o，，“白
y臼

年
年

n
u
d
A
H
3
 

9
ム

q
L

成
成

平
平

金沢市

金沢 市役所

(株) 共 栄

6 


